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告 示

北海道教育委員会告示第６３号
次の市町村立の小学校及び中学校の位置変更は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０
号）第２５条第３号に基づき、受理した。
平成２３年８月１６日

北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子

旧北海道浜益高等
学校校舎の転用に
伴う移転

石狩市浜益区
浜益５０番地２２

石狩市浜益区
川下１６２番地
２

平成２３年８月１日石狩市立
浜益中学校

石 狩 市

旧浜頓別町立下頓
別中学校校舎の転
用に伴う移転

枝幸郡浜頓別
町字頓別原野
２１９２番地の１

枝幸郡浜頓別
町字頓別原野
２９３１番地の１

平成２３年８月１７日浜頓別町立
下頓別小学校

浜頓別町
変更の理由変更後の位置変更前の位置変更の時期名 称設置者

平成２３年８月１６日
（火曜日）
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平成２３年８月１６日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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